
26

もりトピ
　
秋
の
行
楽
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
、
外

出
す
る
機
会
が
多
く
な
り
ま
す
。
ま

た
、
冬
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
火
を
使

用
す
る
機
会
も
増
え
て
き
ま
す
。
外

出
す
る
前
の
火
の
用
心
に
は
、
十
分

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
平
成
26
年
度
に
お
け
る
火
災
原
因

の
第
１
位
は
「
放
火
（
疑
い
含
む
）」

で
す
。
家
全
体
を
見
渡
し
、
近
所
の

人
と
声
を
掛
け
合
っ
て
放
火
対
策
に

努
め
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、火
災
原
因
の
第
２
位
は「
こ

ん
ろ
」、第
３
位
は「
た
ば
こ
」で
す
。

日
ご
ろ
か
ら
火
災
を
引
き
起
こ
さ
な

い
た
め
の
確
認
が
火
災
予
防
に
繋
が

り
ま
す
。
外
出
時
に
は
、
以
下
の
こ

と
を
意
識
し
ま
し
ょ
う
。

▽
ガ
ス
の
元
栓
の
確
認

▽
た
ば
こ
の
消
し
忘
れ
の
確
認

▽
自
宅
の
周
囲
に
新
聞
や
雑
誌
な
ど

　
燃
え
や
す
い
も
の
は
置
か
な
い

　
こ
れ
ら
を
確
認
し
、
い
ま
一
度
住

宅
火
災
の
予
防
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

問
守
口
消
防
署

℡
０
６
・
６
９
９
３
・
０
１
１
９

住
宅
火
災
の
予
防

安全・安心・子育て

普
通
救
命
講
習
Ⅰ

内
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
取
り
扱
い
お
よ
び
成
人

　
へ
の
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
用
い
た
心
肺
蘇
生

　
法
な
ど

対
初
め
て
心
肺
蘇
生
を
学
ぶ
人

講
習
時
間　
３
時
間

普
通
救
命
講
習
Ⅱ

内
普
通
救
命
講
習
Ⅰ
の
内
容
に
加

　
え
、
実
技
・
筆
記
試
験
を
実
施

対
大
勢
の
人
が
出
入
り
す
る
場
所
な

　
ど
に
勤
務
す
る
人
や
、
心
肺
停
止

　
者
に
遭
遇
す
る
可
能
性
が
高
い
人

講
習
時
間　
４
時
間

普
通
救
命
講
習
Ⅲ

内
新
生
児
、
乳
児
、
小
児
を
対
象
と

　
し
た
心
肺
蘇
生
法
な
ど

対
日
常
的
に
小
児
に
接
す
る
頻
度
が

　
高
い
人

講
習
時
間　
３
時
間

救
急
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
再
講
習

内
救
命
に
必
要
な
応
急
手
当
の
指
導

　
要
領

対
救
急
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
資
格
認

　
定
日
、
ま
た
は
再
講
習
最
終
受
講

　
日
か
ら
３
年
以
内
の
人

講
習
時
間　
３
時
間

時
11
月
15
日（
日
）午
前
９
時
30
分

場
守
口
市
門
真
市
消
防
組
合
消
防
本

　
部（
門
真
市
殿
島
町
７

－

１
）

定
普
通
救
命
講
習
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
、

　
救
急
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
再
講
習

合
わ
せ
て
先
着
60
人

￥
200
円（
テ
キ
ス
ト
代
な
ど
）

申
・
問
10
月
13
日（
火
）〜
11
月
６
日

　
（
金
）午
前
９
時
〜
午
後
９
時
に
守

　
口
消
防
署

℡
０
６
・
６
９
９
３
・
０
１
１
９

申
・
問
守
口
市
門
真
市
消
防
組
合
消

　
防
本
部

℡
０
６
・
６
９
０
６
・
１
３
０
５

注
救
急
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
再
講
習

　
を
申
し
込
む
際
、
資
格
の
有
効
期

　
限
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
電
話

　
で
の
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん

　
市
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
人
を
対

象
に
医
療
費
の
一
部
負
担
金（
０
歳

か
ら
中
学
校
卒
業
ま
で
の
乳
幼
児
・

児
童
お
よ
び
生
徒
の
、
入
院
中
の
食

事
代
も
含
む
）を
助
成
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
の
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
証

（
桃
色
）の
有
効
期
限
は
10
月
31
日

（
土
）で
す
。
引
き
続
き
、
対
象
者
に

は
新
医
療
証（
水
色
）を
有
効
期
限
ま

で
に
郵
送
し
ま
す
。
新
医
療
証
が
届

か
な
い
時
や
記
載
内
容
に
誤
り
が
あ

る
時
は
、
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
受
給
資
格
の
あ
る
人
で
、

医
療
証
を
持
っ
て
い
な
い
人（
未
申

請
者
）は
、
関
係
書
類
を
添
え
て
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
11
月
１
日（
日
）か
ら
医
療

証
の
様
式
が
変
更
に
な
り
ま
す（
下

表
）。11
月
１
日（
日
）か
ら
は
、
必
ず

新
医
療
証
を
医
療
機
関
の
窓
口
に
提

示
し
て
く
だ
さ
い
。

受
給
資
格

　
国
民
健
康
保
険
ま
た
は
各
種
社
会

保
険
の
加
入
者
で
、
母
子（
父
子
）家

庭
、
両
親
の
な
い
養
育
者
の
家
庭

　
①
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

　
３
月
31
日
ま
で
の
児
童

　
②
①
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
母
、

　
父
、
養
育
者

注
受
給
資
格
に
は
所
得
制
限
が
あ

　
り
ま
す

問
子
育
て
支
援
課

℡
０
６
・
６
９
９
２・１
６
４
７

市
民
救
命
士
講
習

子
育
て
の
お
知
ら
せ

「
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
証
」
が
変
更

〜
11
月
１
日（
日
）か
ら
〜

旧（10月31日（土）
まで）

新（11月1日（日）
から）

有効期間 表面の
左中央に記載 受給者ごとに記載

公費
負担者番号

表面の
右上部に記載

表面の
左上部に記載

裏面 受給資格者と
注意事項を記載 注意事項のみ記載

医療証様式


